
RAQCABI使用許諾約款新旧対照表 

旧 新 

第 22 条（契約期間、最低利用期間） 
1. 本契約の有効期限は、契約締結日から、月額費用の課金開始日の属する月
の初日から 1 年を経過する日までとします。お申込者又は当社からのい
ずれからも解約若しくは解除の手続がなされない限り、本契約は従前と

同じ条件で自動的に 1ヶ月間更新されるものとし、以後同様とします。 
2. お申込者は、本契約の解約を希望する場合、当社所定 Webサイトから解
約を申し込むものとします。 

3. 本ソフトウェアの最低利用期間は、月額費用の課金開始日から 1 年間と
します。 
お申込者が本ソフトウェアの最低利用期間内に本契約を解約するとき

は、最低利用期間の終了までの残期間の月額費用相当額を当社に対して

支払うものとします。お申込者が本契約に違反して当社より本契約を解

除された場合も同様とします。 

第 22 条（契約期間、最低利用期間） 
1. 本契約の有効期限は、契約締結日から、月額費用の課金開始日の属する月
の初日から 1 年を経過する日までとします。本契約の満了日の 2 ヶ月前
までに、お申込者又は当社のいずれからも解約若しくは解除の手続がな

されない限り、本契約は従前と同じ条件で自動的に 1 ヶ月間更新される
ものとし、以後同様とします。 

2. お申込者は、本契約の解約を希望する場合、当社所定 Webサイトから解
約を申し込むものとします。 

3. 本ソフトウェアの最低利用期間は、月額費用の課金開始日から 1 年間と
します。 
お申込者が本ソフトウェアの最低利用期間内に本契約を解約するとき

は、最低利用期間の終了までの残期間の月額費用相当額を当社に対して

支払うものとします。お申込者が本契約に違反して当社より本契約を解

除された場合も同様とします。 
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